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平成18年12月に改正された教育基本法では、政府に教育の振興に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための計画策定を義務づけたほか、地方公共団体には政府の策定した計画

を踏まえつつ、地域の実情に応じて、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定す

ることが努力目標とされています。 

また、平成 27 年 4 月に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、地方公

共団体の長は、教育基本法第 17 条第 1 項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情

に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（教育大

綱）を定めることが義務づけられました。 

本市では、令和3年3月に市長が総合教育会議を開催し、教育委員会と協議のうえ、川口

市教育大綱を策定しました。この教育大綱は、本市のまちづくりのビジョンである第5次川

口市総合計画（後期基本計画）との関連性を重視し、「人と しごとが輝く しなやかでたく

ましい都市 川口」という将来都市像を教育分野からめざすものとしました。そしてこの教

育大綱で示した本市の教育の指針についてより具体化を図るため川口市教育振興基本計画を

策定し、令和3年度より、この計画にもとづき本市の教育政策を推進してきました。 

計画の期間中においては、川口市立高等学校附属中学校を開校し、中高一貫教育を推進し、

市内外の多くの生徒から選ばれるリーディング校としての確立や、学びの多様化学校の開校に

向けた具体的な検討を進めてきました。一方で、全国的には人口減少社会や少子高齢化が一層

進行するとともに、科学技術の飛躍的な進歩、経済的な格差の拡大やこどもの貧困の増加、地

域コミュニティの変化、さらにはコロナ禍より始まった新しい生活様式等、本市を取り巻く社

会の状況も大きく変化してきました。 

本計画は、こうした社会状況の変化に対応するとともに、これまでの教育施策の成果や課題

を踏まえ、中長期的な視点に立ち、今後5年間に取り組む本市の教育施策の方向性を示すため、

川口市教育振興基本計画を見直したものです。  
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